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次    第 

一、 開会の挨拶

一、 総会資格

一、 会長挨拶

一、 議長の選出

一、 議案審議 

第１号議案 2025 年度事業報告 

第 2 号議案 2025 年度会計収支報告 

第 3 号議案  会計監査報告

第 4 号議案 会則の改正（案）

第 5 号議案  2026 年度事業計画（案）

第 6 号議案 2026 年度 予算（案） 

第 7 号議案 役員選任の件

一、 議長退任

一、 報告事項

一、 その他

一、 閉会の挨拶
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第 1 号議案 

2025 年度 事業報告 
（令和７年 4 月 1 日から令和８年 3 月 31 日まで） 

◎総務部
（担当部・事業名称） （事業内容） （備 考） 

・第 5５回定期総会 令和７年 4 月 2６日（日）
14：00～ 

藻岩北会館大ホール 

・三役会議 14 回/年（13 回予定中） 北ノ沢第三町内会館・Zoom 形式 
・執行役員会 12 回/年（第 3土 13：30～） 北ノ沢第三町内会館   延 146 名出席 
・拡大役員会
・ﾌﾞﾛｯｸ長会議

12 回/年（第 1水 19：00～） 
1０回 

北ノ沢第三町内会館、延 456 名出席 
北ノ沢第三町内会館 延 83 名出席 

・北ノ沢山手線草刈り

・盆踊りへの支援
・会員の世帯数調査・会員名
簿 修正作業

・役員に向けた IT 講習会
（関連打ち合わせ 1日含む）

・モルック実技講習会
・きたのさわプレーパークへ
の支援

5 月 25 日（日） 
10 月５日（日）（順延） 
7 月 26 日（土），27 日（日） 

12 回/年（随時） 
8月23日（土）、９月7日（日）、 
9月 13日（土）、9月 23日（火祝） 

1 月 18 日（日）17 名 
8 月～3 月 

北ノ沢山手線  27 名参加 
北ノ沢山手線  23 名参加 
レインボー公園

北ノ沢第三町内会館 
 延 40 名出席 

北ノ沢第三町内会館 
北ノ沢公園 

◎会計部
・会費納入受付・入金 随時 毎月拡大執行役員会会場 
・会計事務全般 随時 伝票整理、出納、記帳 
・中間監査 3 回（7，10，1 月） 会計担当副会長 
・中間決算報告 1 回（10 月） 執行役員会報告 

・決算報告、次年度予算作成 1 月～3 月 執行役員会報告 
・会計監査 ３月 28 日 

◎福祉部
・新一年生お祝い事業 2 月調査、3 月報告 11 名 調査票の提出にご協力をお願いし

ます。 
藻岩地区町内会連合会 

喜寿 26名、米寿 12名、白寿１名 

・新生児誕生お祝い金事業 4 回/年 調査実施９名 
・独居高齢者（70 歳以上）世
帯数調査

６月 27 日報告 

・高齢者お祝い金事業 6 月調査 7 月 3 日報告 
・餅つき大会 12 月 2０日（土） 北ノ沢第三町内会館 72 名参加 

◎女性部
・がん検診 ５月 2８日（水）、30日（金） がん検診センター 
・胃・大腸・肺がん検診 ６月 20 日（金） 藻岩北会館 
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・南区住民健康診査 8 月 13 日（水） 北ノ沢第三町内会 
・お正月お花講習会 12 月 27 日（土） 北ノ沢第三町内会 

◎体育部 
・ハツラツ健康介護予防体操 10 回/年 第 4 水曜日 北ノ沢第三町内会館 
・もいわ輪投げ大会協力 11 月 9 日（日） 藻岩地区センター多目的室 
・モルック実技講習会 3 回  1 月 18 日（日）17 名 

2 月 22日 8 名、3月 22 日 
北ノ沢第三町内会館 

◎青少年育成部 
・ラジオ体操 7 月 29 日～8 月２日 北ノ沢公園、レインボー公園 
・敬老のお祝いカード作成 7 月 29 日（火） 北ノ沢第三町内会館 
・星空観望会 ７月 30 日（水） 円乗寺 
・ハロウインまつり ９月 28 日（日） 町内～北ノ沢第三町内会館 
・クリスマス会 12 月７日（日） 藻岩地区センター多目的ホール 

・卒業進級を祝う会 3 月１日（日） 北ノ沢第三町内会館 
 

◎衛生部 
・資源ゴミ回収 4 月～11 月 第三土曜日 

町内全域 
11 月は大雪のため回収中止 

目標額 30 万円（売上金・奨励
金） 

・町内清掃活動（年 2 回） 春）4 月 19 日～20 日 
秋）9 月 20 日～21 日 

 

・ごみステーションの設置に
関すること 

11 月 14 日 2 班 C,D 
11 月 17 日 5 班 C 

 

◎環境整備部 
・街路灯不点灯への対応 2 件  
・市道に関すること 4 件  
・その他町内会整備に関わる
こと 

・北ノ沢山手線草刈り 

5 件 
 
５月 25 日（日）、10月 5日（日） 

 
 
北ノ沢山手線 27名、23名参加 

◎防犯防火部 
・児童通学の見守り活動 4月 8～10日、8月 25～27日、

1 月 15～19 日 
学期始めの年 3 回、各 3 日間 
PTA,スクールガードと共同活動 

・交通安全街頭啓発運動 
 
 

4 月、7 月、9 月、11 月 
会長、副会長、青少年育成部・ 
女性部・防犯防火部参加 

札幌市南区・南警察署・町内会連
合会事業への参加 
 

・防犯防火の旗の交換 4月５日（土）、10月1日（水） 会館前、バス停４ 計 5 か所 
・防災資機材点検 
・避難所運営訓練 
・防災資器材の購入 

6 月 2８日（土）    
10 月 11 日（土） 
都度 

北ノ沢第三町内会館  14 名参加 
北ノ沢第三町内会館  12 名参加 

・真駒内競技場花火大会巡廻 7 月 12 日（土） 1 班・2 班区域  役員数名参加 
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・盆踊り会場交通整理 7 月 26 日（土）・27 日（日） 役員数名参加 
・防火運動街頭啓発（年 2 回） 4月20日（日）、10月19日（日） 南消防署、町内会連合会事業 

役員１～2 名 
・拠点給水施設現地説明会 9 月 25 日（木）（札幌市水道局） 役員 1 名参加 
・子ども 110 番の家協力者募集 6 月～8 月、募集・申請手続き 現在協力者 44 名 

 
◎会館管理部 
・会館の運用管理（通年：総務部との協調執行） 
・町内会館の使用実績 
・町内会の会議及び行事 
・公益を目的会合等 
 
・その他公的行事 
・町内会の親睦・クラブ活動 
・こどもの運動教室・同好会 
・その他会員及び一般利用 

全 335 件（昨年度３３６件） 
役員会、町内会各部事業 
子育てサロン、すこやかクラブ、はつらつ健康、介
護予防体操、野球スポーツ少年団 
健康診断、会員利用 
和朗会（例会、カラオケ同好会、麻雀同好会） 
空手教室、北ノ沢タンポポ 
桂体操教室、おしゃべりサロン 

（内訳）                 
    88 件 

42 件 
 

３件 
96 件 
83 件 
23 件 
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第 4 号議案 

令和８年度 会則の改正（案） 
 

現  行 改  正（案） 
（役    員） 
第 5 条 

 
（6） 
（7） 

右（７）ブロック長の追加、以下

降順。 
 

（７） 
（８） 
（９） 

 
ブロック長
班 長 
副 班 長 

 
：数名 
：各班 1 名 
：必要班 若干名 

班 長 
副 班 長 

：各班 1 名 
：必要班 若干名 

（役員の選任） 
第   6   条 

 
 
 
 

（２） 
 

（３） 
 

（２）の条項を各部長・ 副部長の

選任に変更 

（２）の各班長・副班長の選任を

（４）に移動 

（３）ブロック長の選任追加          

班長・副班長は、各班ごと会員の
互選により選任する。 
会長・副会長と協議の上、次の役
員を選任する。 
ア. 各  部  長：各 1 名 
イ.各副部長：若干名 
 

 
 
 
 
 

（２） 
 

（３） 
 
 

（ 4 ） 

 
 
 
 
 
各部長・副部長は会長・副会長が協
議のうえ選任する。 
ブロック長は会長・副会長ならびに
各ブロックの班長が協議のうえ選任
する。 
班長・副班長は、各班ごと会員の互
選により選任する。 

（役員の任務） 
第 7 条 

 
（７） 

 
 
 

（８） 
 

右（７）ブロック長の追加、以下

降順 
（7） 

 
 
 
 

（8） 
 

ブロック長 
 
 
 
 

班  長 
 
 
 

副 班 長 

：複数班で構成するブ
ロックを代表し、役員
選考委員会など会長が
招集するブロック長会
議に参画する。 
：執行役員会から付議
された事項の審議並び
に班員との連絡に当た
る。 
：班長に協力して運営
に当たる。 

班  長 
 
 
 

副 班 長 
 

：執行役員会から付議
された事項の審議並び
に班員との連絡に当た
る。 
：班長に協力して運営
に当たる。 
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第５号議案 

2026 年度 事業計画（案） 
（令和８年 4 月 1 日から令和９年 3 月 31 日まで） 

 
（担当部・事業名称） 

◎総務部 
（事業内容） 

 
（備 考） 

・第 5６回定期総会 R８年 4/26 14：00～ 藻岩北会館大ホール 
・三役会議 年 12 回程度 Zoom 形式・北ノ沢第三町内会館 
・執行役員会 年 12 回 北ノ沢第三町内会館 
・拡大役員会 
・ブロック長会議 

年 12 回 第 1 水曜基本 
年６回程度 

北ノ沢第三町内会館 19：00～ 
北ノ沢第三町内会館 

・北ノ沢山手線草刈り 
・盆踊り協力 
・町内会懇親焼肉パーティ 
・きたのさわプレーパーク支援 

5/24（日）、9/27（日） 
7/25（土）、26（日） 
8/29（土）14:00～（予定） 
年 12 回（予定） 

北ノ沢山手線 
レインボー公園 
町内会館前 
北ノ沢公園 

◎会計部 
・会費納入受付・入金 毎月 拡大執行役員会会場 18：00～ 
・会計事務全般 随時 伝票整理、出納、記帳、残高照合 
・中間監査 3 回（7，10，1 月） 会計担当副会長 
・中間決算報告 1 回（10 月） 執行役員会報告 

・決算報告、次年度予算作成 1 月～3 月 執行役員会報告 
・会計監査 4 月  

◎福祉部 
・新一年生お祝い事業 2 月調査、3 月報告  
・新生児誕生お祝い金事業 4 回/年 調査実施 
・独居高齢者（70 歳以上） 
世帯数調査 

6 月実施 7/31 報告 
 

・高齢者お祝い金事業 6 月調査 8/8 報告 
・餅つき大会 12/19（土） 北ノ沢第三町内会館 

◎女性部 
・がん検診 5 月 22 日、29 日 がん検診センター 
・胃・大腸・肺がん検診 ６月 19 日（金） 藻岩北会館 
・南区住民健康診査 ８月（予定） 北ノ沢第三町内会館 

・お正月お花講習会 12/26（土） 北ノ沢第三町内会館 

◎体育部 
・ﾊﾂﾗﾂ健康・介護予防体操 10 回/年 第 4 水曜日 北ノ沢第三町内会館 
・モルックで遊ぼう 
 

1１回/年（予定） 
 

北ノ沢第三町内会館 
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・藻岩地区連合町内会 
パークゴルフ大会協力 

   輪投げ大会協力 

 
8 月 30 日 
11 月 8 日 

 
藻岩地区町内連合町内会主催 
藻岩地区町内連合町内会主催 

◎青少年育成部 
・子ども会入会案内配布 
・ラジオ体操 

5 月 
7 月 

 
北ノ沢公園、レインボー公園 

・敬老のお祝いカード作成 7 月 北ノ沢第三町内会館 
・星空観望会 7－10 月開催予定 円乗寺 
・ハロウインまつり 10 月 北ノ沢第三町内会館 
・クリスマス会 12 月 もいわ地区センター 

・卒業進級お祝い会 
・藻岩地区子ども会  

レクレーション 

3 月 
未定 

もいわ地区センター 

◎衛生部 
・資源ゴミ回収 4 月～11 月 町内全域 

4 月～10 月 第三土曜日、 
11 月第一土曜日 

目標額 33 万円（売上金・奨励金） 

・町内清掃活動（年３回） 春）4/５～5/12 
夏）7/５～7/24 
秋）9/20～10/18 

 

・ごみステーションの設置に
関すること 

随時  

◎環境整備部 
・街路灯不点灯への対応 随時  
・市道に関すること 
・北ノ沢山手線草刈り 

随時 
5/24（日）、9/27（日） 

 
 

・その他町内会整備に関わ 
ること 

随時  

◎防犯防火部 
・児童通学の見守り活動 4 月、8 月、1 月 学期始めの各 3 日間 

スクールガードとの共同活動 
・交通安全街頭啓発運動 4 月、7 月、9 月、11 月 札幌市南区、南警察、町内連合

会事業への参加 
・防犯防火の旗の交換 4 月・10 月  
・防災資機材点検 
 
 
・避難所運営訓練 
・図上避難訓練 
 

防災・防火説明会・防災 
資機材点検確認訓練 
6 月 27 日（土） 
10 月 24 日（土） 
２月 27 日（土） 

北ノ沢第三町内会館 
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・真駒内競技場花火大会巡廻 
・盆踊り会場交通整理 

7 上旬 
7 月 25 日（土）、26（日） 

1 班・2 班地区 
レインボー公園前道路 

◎会館管理部 
・会館の管理・運営 
・会館内外の清掃・美化業務 
・事務機器の整備・管理 
・会館利用への PR 活動 

随時 
随時 
随時 
随時 

 

 
 

















  報告事項 

                                             １/４ 

北ノ沢第三町内会 
 

ごみステーション助成費規定 
令和 8 年 4 月 1 日 

（目的） 
第 1 条  
 

本規定は、北ノ沢第三町内会会員が使用・管理するごみステーションの新設な
らびに補修にかかる器材購入費の助成について規定する。 

（助成費） 
第 2 条  

2 
3 

 助成費は器材購入費の 20％とする。 
 1,000 円未満の端数は、切り捨てる。 
 20,000 円を上限とする。 

（申請者） 
第 3 条 申請者は当該ごみステーションが存在する班長が行う。 

複数の班で利用する場合は、いずれか 1 つの班が代表して行う。 
（申請の方法） 
第 4 条  
 

申請は、衛生部様式 1 ごみステーション器材購入補助申請書に、所定の書類を
添付して行うものとする。 
必要添付書類は次のとおりとする。 

・札幌市に助成金を申請した場合は、 
（札幌市）ごみステーション管理器材購入費助成金交付申請書（写し） 
・器材購入費等見積書ならびに領収書の写し 

（改廃） 
第 5 条 本規定の改廃は、執行役員会にて行うものとする。 
（附則） 
第 1 条  
第 2 条 

本規定は、平成 30 年 4 月 1 日より施行する。 
令和 8 年 4 月 1 日、助成費の改定。 

 
 



  報告事項 

                                      2/4 

（衛生部様式 1） 

ごみステーション管理器材助成金交付申請書 
 

     年   月   日 

北丿沢第三町内会長 様 

班 名    班 

氏 名 
 班長              

                印             

ごみステーション管理器材購入費・補修費助成金の交付を申請します。 

購入店・補修業者   

 

購 入 管 理 器 材・補 修 管 理 器 材 

区

分 

管 理 器 材 単価※(円) 

A 

数量 

B 

金額※(円) 

C＝A×B 

購

入 

サークル         周囲   ｍ × 横   ｍ    

折畳み式箱型 幅  ｍ × 奥行  ｍ × 高さ  ｍ    

ネット             縦   ｍ ×   横   ｍ    

補

修 

    

    

                    ※ 消費税込みの本体価格または補修代金（送料・加工料は除く） 

交付申請金額     ０ ０円  

※助成額は本体価格または補修代金の 20％とする。ただし、1,000 円未満は切り捨てるものとし、上限

は 20,000 円とする。 

  ※申請書には次の書類を添付する。 

□札幌市の助成を受ける場合はその申請書類の写し。 

□購入費などの見積書ならびに □領収書。 
________________________________________________________________________________________ 
   
                                  年   月   日 
  班 班長       様 
 
                    北丿沢第三町内会長         印 
 
上記交付申請を下記の通り承認致します。             
 

交付承認金額     ０ ０円  

 





  報告事項 
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附則 
1. 本取扱要領は令和 5年 10 月 1日から施行する。 
2. 本取扱要領は令和６年 10 月 1 日から施行する。 
3. 本取扱要領は令和 8年 4 月 26日から施行する。 
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